
日出町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、日出町中小企業振興基本条例（平成３０年日出町条例第

３号）第３条第４項に定める基本理念に基づき、小規模事業者の負担軽減を

図り、もって経営の安定に寄与するために、株式会社日本政策金融公庫（以

下「公庫」という。）が行う小規模事業者経営改善資金融資制度による融資

（以下「マル経融資」という。）を受け、その利子を支払う町内の小規模事

業者に対し、日出町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金（以下「補助

金」という。）を交付することについて、日出町補助金等交付規則（平成２

０年日出町規則第４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において「小規模事業者」とは、従業員の数が２０人（商業

又はサービス業の場合にあっては、５人）以下の法人又は個人事業主をいう。 

 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する小規模事業

者とする。 

 （1） 町内に事業所を有する者 

 （2） 日出町商工会（以下「商工会」という。）の推薦を受けてマル経融資

を受けた者 

 （3） 過去にこの補助金の交付を受けたことがない者 

 （4） 町税の滞納がない者 

 

 （補助対象期間） 

第４条 補助金の交付対象となる期間（以下「補助対象期間」という。）は、



マル経融資に係る利子（繰上償還に係るものを含み、返済遅延により加算さ

れたものを除く。以下「約定利子」という。）の初回の支払月から起算して

１２月以内とする。 

 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、前条に規定する補助対象期間内において公庫へ支払っ

た約定利子の金額に１００分の１を乗じて得た額を、当該マル経融資の利率

（以下「融資利率」という。）で除した額と当該約定利子の金額のいずれか

少ない額とする。 

２ 補助金の額に１,０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた

額とする。 

 

 （交付申請及び実績報告） 

第６条 規則第４条第１項の規定による申請は、日出町小規模事業者経営改善

資金利子補給補助金交付申請（実績報告）書（様式第１号。以下「申請書」

という。）に次の書類を添えて、商工会を経由して行うものとする。 

 （1） 公庫が発行した補助対象期間に係る利息支払証明書及び支払済額明細

書 

 （2） 町税完納証明書又は町税納税状況調査承諾書 

 （3） その他町長が必要と認める書類 

２ 規則第４条第１項の規定による町長が定める時期は、補助対象期間に係る

約定利子の支払が完了した日から３月以内とする。ただし、災害その他やむ

を得ない理由があるときは、この限りでない。 

 

 （交付決定及び額の確定の通知） 

第７条 規則第６条の規定による交付決定の通知及び規則第１１条第２項の

規定による額の確定の通知は、日出町小規模事業者経営改善資金利子補給補

助金交付決定（額の確定）通知書（様式第２号）によるものとする。 



 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示は、平成３０年４月１日以後にマル経融資を受けた者が同日以後

に支払いをした約定利子について適用する。 

 （この告示の失効） 

３ この告示は、平成３５年３月３１日限り、その効力を失う。 

４ 前項の規定にかかわらず、平成３５年３月３１日までにマル経融資を受け

た者については、この告示は、同日後もなおその効力を有する。この場合に

おいて、第６条第２項中「３月以内」とあるのは「平成３６年３月３１日ま

で」とする。 


